
あなた様は、この度65歳をもって加算適用加入員ではなくなりますので、加算部分が発生致します。つきましては加算部分について年金で受け取
るか一時金で受け取るかいずれかを申し出いただき、一時金で受け取る場合はこの申出書と一緒に「選択一時金支払申出書」をご提出下さい。
尚、当基金の年金手続きが済んでいない方は、併せて年金請求を行っていただくことになります。

（別添の年金裁定請求書にて年金請求手続きを行って下さい。）
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